
音更町地域公共交通活性化協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

【目標】散居形態の農村部における公共交通への満足度の増加
令和４年度（令和３年１０月１日～令和４年９月３０日） ７２．０％
令和５年度（令和４年１０月１日～令和５年９月３０日） ７４．０％
令和６年度（令和５年１０月１日～令和６年９月３０日） ７６．０％

【目標設定に係る参照事項】
「音更町地域公共交通網形成計画（平成２９年６月策定）」
第６章「計画の進行管理」
６－１「計画の目標」

「新たな公共交通への満足度」 ７０．０％（令和３年度目標値）

協議会開催状況

生活交通確保維持改善計画の目標

※直近の２年度分を記載

【令和３年度】

・６月１６日～６月３０日（第１回）事業報告、フィーダー計画、網
形成計画の計画期間１年延長について協議・承認

・１２月２８日～１月１３日（第２回）地域公共交通確保維持事
業評価（地域内フィーダー系統）の書面協議・承認
【令和４年度】

・４月１８日（第１回）事業報告及び収支予算案、地域公共交通
計画の方向性、計画策定調査の実施内容の協議・承認

・６月２２日（第２回）協議会規約の一部改正、フィーダー計画
の協議・承認
・１１月１日（第３回）計画策定調査の結果報告、網形成計画の
評価結果報告、地域交通計画の方向性協議・承認

・１１月２４日（第４回）地域公共交通計画（素案）、パブリックコ
メントの実施について協議、承認
・１２月１６日～１月１２日（第５回）
地域公共交通確保維持事業評価（地域内フィーダー系統）
の書面協議

令和４年度事業概要

１

事業実施の目的・必要性

音更町では、十勝バス株式会社が４路線を、北海道拓殖バス株式会社が９路線を運行して
おり、学生や高齢者にとって不可欠な交通機関となっている。また、市街地においては、町
が上述の両バス会社と協定を締結し、町内の主要な公共施設などを連絡するコミュニティバ
スを運行しており、町民の日常的な移動手段として重要な役割を果たしている。
一方で、農村部では公共交通を利用できない空白地帯が存在し、自家用車による移動が
困難な高齢者や運転免許を持たない方などは、移動が制約され不便な生活を強いられて
いた。 このことから、効率的で持続可能な公共交通の確保や、公共交通の利便性の向上
を図ることを目的として、農村部における予約制乗合タクシーの導入を行ったところである。
今後は、少子高齢化の進行により、交通弱者の更なる増加が見込まれるが、地域公共交
通確保維持改善事業により、町内における公共交通手段を維持・確保するとともに、日常生
活の移動確保や地域間幹線系統等との接続による広域的な移動支援などを図り、住民の
生活の足としての公共交通を存続させていく。

予約制乗合タクシーの運行
【起点】音更タクシー前 【経由地】音更・木野市街地 【終点】木野農協前 【実運行日数】241日 【実運行便数】600便

地域公共交通の現況

・予約制乗合タクシー（農村部⇔町内市街地）
・コミュニティバス（一日３便、２台体制）
・スクールバス（１２路線）
・十勝バス（株）（町内４路線）
・拓殖バス（株）（町内９路線）



令和４年度事業の実施状況

１）プロセス、創意工夫

２

２）運行系統

運賃の割引制度

金額 区分 ・65歳以上は半額

片道　 ６００円 ・小学生は半額

片道    ８００円 ・未就学児は無料

片道 １,０００円 　※保護者同伴が条件

凡例

エリアごとの運行日と運賃 市街地の停留所（1:音更市街、2～4:木野市街）

市

街

地

・バスマップを活用して地域間幹線系統との接続状況等について周知した。
・乗合タクシーの利用者や未登録者のニーズを把握するため、４月２６日（火）～５月２２日（日）にアンケート調査を実施した。
・乗合タクシーの利便性向上に向けて、利用者に対し１０月２４日（月）～１１月１８日（金）に満足度アンケート調査を実施した。



３

３）利用実績

４）収入実績

延べ利用者数計：868人
実利用者数計 ： 45人

運賃収入計：
308,700円



６）目標・効果達成状況

【 評価：A 】
令和４年度の散居形態の農村部における公共交通への満
足度増加目標値が ７２．０％であるのに対し、１０月２４日
（月）～１１月１８日（金）に行った利用者満足度アンケート調
査（実利用者２３人回答）では普通～満足と回答した人の割
合が９５．５％となり、目標を達成している。

４

７）事業の今後の改善点

今年度実施した農村地域予約制乗合タクシー登録者及び未
登録者アンケートの結果を参考に、引き続き、利用者の増
加や利用促進に向けた取組を実施し、持続可能な運行を目
指す。

（令和５年度分と併せて評価）

【 評価：Ａ 】

計画どおり事業は適切に実施された。

５）事業実施の適切性

８）地方運輸局における二次評価結果


